
議案第５２号 

大田原市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

大田原市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  平成２９年６月１２日提出 

大田原市長 津 久 井 富 雄  



大田原市手数料条例の一部を改正する条例 

大田原市手数料条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表８８の項中「都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第１項第１号に掲げる基

準」の次に「（以下この項において「低炭素建築物誘導基準」という。）」を加え、「エ

ネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第７６条第１項に規定

する登録建築物調査機関又は」を削り、「登録住宅性能評価機関」の次に「又は建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）第１５条第１項に規

定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関」を加え、 

「 

」 

を 

（ウ）非住宅部分につ

いて、床面積の合計の

区分に応じた金額 

３００㎡以下の場合 １件につき ２２９，０００円 

３００㎡を超え２，０００㎡

以下の場合 

１件につき ３６６，０００円 

２，０００㎡を超え５，００

０㎡以下の場合 

１件につき ５２１，０００円 

５，０００㎡を超え１０，０

００㎡以下の場合 

１件につき ６３９，０００円 

１０，０００㎡を超え２５，

０００㎡以下の場合 

１件につき ７５３，０００円 

２５，０００㎡を超える場合 １件につき ８６０，０００円 

（ウ）非住宅部分（モ

デル建物法（低炭素建

築物誘導基準であって 

、市長が指定するもの

をいう。）を用いるも

のに限る。）について 

、床面積の合計の区分

に応じた金額 

３００㎡以下の場合 １件につき ８０，０００円 

３００㎡を超え２，０００㎡

以下の場合 

１件につき １３０，０００円 

２，０００㎡を超え５，００

０㎡以下の場合 

１件につき ２１０，０００円 

５，０００㎡を超え１０，０

００㎡以下の場合 

１件につき ２８０，０００円 

１０，０００㎡を超え２５，

０００㎡以下の場合 

１件につき ３４０，０００円 

２５，０００㎡を超える場合 １件につき ４００，０００円 

（エ）非住宅部分（標

準入力法・主要室入力

法（低炭素建築物誘導

基準であって、市長が

指定するものをいう。 

）を用いるものに限る 

。）について、床面積

の合計の区分に応じた

金額 

３００㎡以下の場合 １件につき ２２９，０００円 

３００㎡を超え２，０００㎡

以下の場合 

１件につき ３６６，０００円 

２，０００㎡を超え５，００

０㎡以下の場合 

１件につき ５２１，０００円 

５，０００㎡を超え１０，０

００㎡以下の場合 

１件につき ６３９，０００円 

１０，０００㎡を超え２５，

０００㎡以下の場合 

１件につき ７５３，０００円 

「 



」 

に改め、同表９６の項を同表１０２の項とし、同表９０の項から９５の項までを６項ずつ

繰り下げ、同表８９の項の次に次のように加える。 

９０ 

 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第１

２条第

１項の

規定に

基づく

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定 

１ 建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能基

準等を

定める

省令（ 

平成２

８年経

済産業

省、国

土交通

省令第

１号）

第８条

第１項

に規定

する工

場等の

用途に

供する

建築物 

⑴ モデ

ル建物法

（建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上に関す

る法律第

２条第３

号に規定

する建築

物エネル

ギー消費

性能基準

（以下こ

の項及び

９５の項

において

「建築物

エネルギ

ー消費性

能基準」

という。 

）であっ

て、市長

が指定す

るものを

いう。以

下この項

から９２

の項まで

において

同じ。）

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

ア 床面積の合計が２，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

３５，０００円 

イ 床面積の合計が２，０００㎡

以上５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

８７，０００円 

ウ 床面積の合計が５，０００㎡

以上１０，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

１３０，０００円 

エ 床面積の合計が１０，０００

㎡以上２５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

１６０，０００円 

オ 床面積の合計が２５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

２００，０００円 

 ２５，０００㎡を超える場合 １件につき ８６０，０００円 



⑵ 標準

入力法・

主要室入

力法（建

築物エネ

ルギー消

費性能基

準であっ

て、市長

が指定す

るものを

いう。以

下この項

から９２

の項まで

において

同じ。）

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

ア 床面積の合計が２，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

３９，０００円 

イ 床面積の合計が２，０００㎡

以上５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

９４，０００円 

ウ 床面積の合計が５，０００㎡

以上１０，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

１３０，０００円 

エ 床面積の合計が１０，０００

㎡以上２５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

１７０，０００円 

オ 床面積の合計が２５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

２１０，０００円 

２ 上

記以外

の建築

物 

⑴ モデ

ル建物法

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

ア 床面積の合計が２，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

１３０，０００円 

イ 床面積の合計が２，０００㎡

以上５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

２１０，０００円 

ウ 床面積の合計が５，０００㎡

以上１０，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

２８０，０００円 

エ 床面積の合計が１０，０００

㎡以上２５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

３４０，０００円 

オ 床面積の合計が２５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

４００，０００円 

⑵ 標準

入力法・

主要室入

力法を用

いた建築

物エネル

ア 床面積の合計が２，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

３３０，０００円 

イ 床面積の合計が２，０００㎡

以上５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

４８０，０００円 



ギー消費

性能適合

性判定 

ウ 床面積の合計が５，０００㎡

以上１０，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

５９０，０００円 

エ 床面積の合計が１０，０００

㎡以上２５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

７００，０００円 

オ 床面積の合計が２５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

８００，０００円 

９１ 建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第１

２条第

２項の

規定に

基づく

建築物

エネル

ギー消

費性能

確保計

画の変

更に係

る建築

物エネ

ルギー

消費性

能適合

性判定 

１ 工

場等の

用途に

供する

建築物 

⑴ モデ

ル建物法

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

ア 床面積の合計が２，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑴のア

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

イ 床面積の合計が２，０００㎡

以上５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑴のイ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

ウ 床面積の合計が５，０００㎡

以上１０，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑴のウ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

エ 床面積の合計が１０，０００

㎡以上２５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑴のエ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

オ 床面積の合計が２５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑴のオ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

⑵ 標準

入力法・

主要室入

力法を用

いた建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定 

ア 床面積の合計が２，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑵のア

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

イ 床面積の合計が２，０００㎡

以上５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑵のイ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

ウ 床面積の合計が５，０００㎡

以上１０，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑵のウ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

エ 床面積の合計が１０，０００

㎡以上２５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑵のエ

に規定する額の２

分の１に相当する



額 

オ 床面積の合計が２５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑵のオ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

２ 上

記以外

の建築

物 

⑴ モデ

ル建物法

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

ア 床面積の合計が２，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑴のア

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

イ 床面積の合計が２，０００㎡

以上５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑴のイ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

ウ 床面積の合計が５，０００㎡

以上１０，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑴のウ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

エ 床面積の合計が１０，０００

㎡以上２５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑴のエ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

オ 床面積の合計が２５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑴のオ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

⑵ 標準

入力法・

主要室入

力法を用

いた建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定 

ア 床面積の合計が２，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑵のア

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

イ 床面積の合計が２，０００㎡

以上５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑵のイ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

ウ 床面積の合計が５，０００㎡

以上１０，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑵のウ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

エ 床面積の合計が１０，０００

㎡以上２５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑵のエ

に規定する額の２

分の１に相当する

額 

オ 床面積の合計が２５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑵のオ

に規定する額の２

分の１に相当する



額 

９２ 建築物建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第１

２条第

２項又

は第１

３条第

３項に

規定す

る建築

物エネ

ルギー

消費性

能確保

計画の

軽微な

変更で

あるこ

との証

明の申

請に対

する審

査 

１ 建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能適

合性判

定を受

けた計

画で工

場等の

用途に

供する

建築物 

⑴ モデ

ル建物法

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

ア 床面積の合計が２，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑴のア

に規定する額 

イ 床面積の合計が２，０００㎡

以上５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑴のイ

に規定する額 

ウ 床面積の合計が５，０００㎡

以上１０，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑴のウ

に規定する額 

エ 床面積の合計が１０，０００

㎡以上２５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑴のエ

に規定する額 

オ 床面積の合計が２５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑴のオ

に規定する額 

⑵ 標準

入力法・

主要室入

力法を用

いた建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定 

ア 床面積の合計が２，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑵のア

に規定する額 

イ 床面積の合計が２，０００㎡

以上５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑵のイ

に規定する額 

ウ 床面積の合計が５，０００㎡

以上１０，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑵のウ

に規定する額 

エ 床面積の合計が１０，０００

㎡以上２５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑵のエ

に規定する額 

オ 床面積の合計が２５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

前項の１の⑵のオ

に規定する額 

２ 上

記以外

の建築

物 

⑴ モデ

ル建物法

を用いた

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

ア 床面積の合計が２，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑴のア

に規定する額 

イ 床面積の合計が２，０００㎡

以上５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑴のイ

に規定する額 

ウ 床面積の合計が５，０００㎡

以上１０，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑴のウ

に規定する額 

エ 床面積の合計が１０，０００

㎡以上２５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑴のエ

に規定する額 

オ 床面積の合計が２５，０００ １件 前項の２の⑴のオ



㎡以上の場合 につ

き 

に規定する額 

⑵ 標準

入力法・

主要室入

力法を用

いた建築

物エネル

ギー消費

性能適合

性判定 

ア 床面積の合計が２，０００㎡

未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑵のア

に規定する額 

イ 床面積の合計が２，０００㎡

以上５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑵のイ

に規定する額 

ウ 床面積の合計が５，０００㎡

以上１０，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑵のウ

に規定する額 

エ 床面積の合計が１０，０００

㎡以上２５，０００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑵のエ

に規定する額 

オ 床面積の合計が２５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

前項の２の⑵のオ

に規定する額 

９３ 建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第２

９条第

１項の

規定に

よる建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能向

上計画

の認定 

１ 建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能向

上計画

の認定

の申請

に対す

る審査 

⑴ 当該

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

が建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上に関す

る法律第

３０条第

１項第１

号に掲げ

る基準（ 

以下この

項及び次

項におい

て｢建築

物エネル

ギー消費

性能誘導

基準｣と

ア 一戸建ての住宅の場合 １件

につ

き 

４，７００円 

イ 共同住宅

等の場合 

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

９，０００円 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

１８，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

４１，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

７４，０００円 

ウ 一

の建築

物全体

（ア） 住宅部分（（イ 

）に係るものを除く。） 

１件

につ

き 

４，７００円 



いう。）

に適合し

ている旨

を証する

書類（住

宅の品質

確保の促

進等に関

する法律

第５条第

１項に規

定する登

録住宅性

能評価機

関又は建

築物のエ

ネルギー

消費性能

の向上に

関する法

律第１５

条第１項

に規定す

る登録建

築物エネ

ルギー消

費性能判

定機関が

交付した

ものに限

る。以下

次項にお

いて同じ 

。）添付

があった

場合 

の場合

（ア及

びイに

掲げる

場合を

除く。 

） 

（イ）

 共同

住宅等 

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

９，０００円 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

１８，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

４１，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

７４，０００円 

（ウ）

 非住

宅部分 

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

９，０００円 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

２５，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

７４，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上１０，００

０㎡未満の場合 

１件

につ

き 

１１０，０００円 

申請する床面積の

合計が１０，００

０㎡以上２５，０

００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

１４０，０００円 

申請する床面積の

合計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件

につ

き 

１８０，０００円 



⑵ 上記

以外の場

合 

ア 一戸建て

の住宅（性能

基準（建築物

エネルギー消

費性能誘導基

準であって、

市長が指定す

るものをいう 

。以下この項

において同じ 

。）を用いる

ものに限る。 

）の場合 

申請する床面積の

合計が２００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

３１，０００円 

申請する床面積の

合計が２００㎡以

上の場合 

１件

につ

き 

３５，０００円 

イ 共同住宅

等（性能基準

を用いるもの

に限る。）の

場合 

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

６３，０００円 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

１００，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

１８０，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

２５０，０００円 

ウ 一

の建築

物全体

の場合

（ア及

びイに

掲げる

場合を

除

く。） 

（ア）

 住宅

部分（ 

（イ）

に係る

ものを

除き、

性能基

準を用

いるも

のに限

る。） 

申請する床面積の

合計が２００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

３１，０００円 

申請する床面積の

合計が２００㎡以

上の場合 

１件

につ

き 

３５，０００円 

（イ）

 共同

住宅等

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

６３，０００円 



の部分

（性能

基準を

用いる

ものに

限る。 

） 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

１００，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

１８０，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

２５０，０００円 

（ウ）

 非住

宅部分

（モデ

ル建物

法（建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能誘

導基準

であっ

て、市

長が指

定する

ものを

いう。

以下次

項及び

９５の

項にお

いて同

じ。）

を用い

るもの

に限る 

。） 

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

８０，０００円 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

１３０，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

２１０，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上１０，００

０㎡未満の場合 

１件

につ

き 

２８０，０００円 

申請する床面積の

合計が１０，００

０㎡以上２５，０

００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

３４０，０００円 

申請する床面積の

合計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件

につ

き 

４００，０００円 



（エ）

 非住

宅部分

（標準

入力法 

・主要

室入力

法（建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能誘

導基準

であっ

て、市

長が指

定する

ものを

いう。

以下次

項及び

９５の

項にお

いて同

じ。）

を用い

るもの

に限る 

。） 

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

２１０，０００円 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

３３０，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

４８０，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上１０，００

０㎡未満の場合 

１件

につ

き 

５９０，０００円 

申請する床面積の

合計が１０，００

０㎡以上２５，０

００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

７００，０００円 

申請する床面積の

合計が２５，００

０㎡以上の場合 

 

１件

につ

き 

８００，０００円 

２ １

の申請

に併せ

て行う

建築基

準法第

６条第

１項に

規定す

る建築

基準関

⑴ 床面積（建築物の計画の変更に係る部

分にあっては当該計画の変更に係る部分の

床面積の２分の１、床面積の増加する部分

にあっては当該増加する部分の床面積、建

築物の計画を変更し、大規模の修繕又は大

規模の模様替をする場合にあっては当該計

画の変更に係る部分の床面積の２分の１）

の合計 

１件

につ

き 

８９の項の２の⑴

に規定する金額 

 

⑵ 構造計算適合性判定を要する建築物に

該当する建築物について 

１件

につ

き 

８９の項の２の⑵

に規定する金額 

 



係規定

に適合

するか

どうか

の審査 

⑶ 建築基準法第８７

条の２に規定する建築

設備が設置される建築

物について 

建築設備（小荷物

専用昇降機を除

く。） 

１基

につ

き 

１５，０００円 

小荷物専用昇降機 １基

につ

き 

７，０００円 

９４ 建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第３

１条第

１項の

規定に

よる建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能向

上計画

の変更

認定 

１ 建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能向

上計画

（以下

この項

（２を

除く。 

）にお

いて「 

計画」

という 

。）の

変更の

認定の

申請に

対する

審査 

⑴ 当該

計画の変

更が建築

物エネル

ギー消費

性能誘導

基準に適

合してい

る旨を証

する書類

の添付が

あった場

合 

ア 一戸建ての住宅の場合 前項の⑴のアに規定す

る額の２分の１に相当

する額 

イ 共同住宅等の場合 前項の⑴のイに規定す

る額の２分の１に相当

する額 

ウ 一の建築

物全体の場合

（ア及びイに

掲げる場合を

除く。） 

（ア） 計画の認

定を受けた住宅部

分（（イ）に規定

するものを除

く。） 

前項の⑴のウの（ア）

に規定する額の２分の

１に相当する額 

（イ） 計画の認

定を受けた共同住

宅等の部分 

前項の⑴のウの（イ）

に規定する額の２分の

１に相当する額 

（ウ） 計画の認

定を受けた非住宅

部分 

前項の⑴のウの（ウ）

に規定する額の２分の

１に相当する額 

（エ） 新たに追

加する住宅部分、

共同住宅等の部分

又は非住宅部分 

前項の⑴のウに規定す

る額 

⑵ 上記

以外の場

合 

ア 一戸建ての住宅の場合 前項の⑵のアに規定す

る額の２分の１に相当

する額 

イ 共同住宅等の場合 前項の⑵のイに規定す

る額の２分の１に相当

する額 

ウ 一の建築

物全体の場合

（ア及びイに

掲げる場合を

除く。） 

（ア） 計画の認

定を受けた住宅部

分（（イ）に規定

するものを除く。 

） 

前項の⑵のウの（ア）

に規定する額の２分の

１に相当する額 

（イ） 計画の認

定を受けた共同住

宅等の部分 

前項の⑵のウの（イ）

に規定する額の２分の

１に相当する額 

（ウ） 計画の認

定を受けた非住宅

部分（モデル建物

前項の⑵のウの（ウ）

に規定する額の２分の

１に相当する額 



法を用いるものに

限る。） 

（エ） 計画の認

定を受けた非住宅

部分（標準入力法 

・主要室入力法を

用いるものに限る 

。） 

前項の⑵のウの（エ）

に規定する額の２分の

１に相当する額 

（オ） 新たに追

加する住宅部分、

共同住宅等の部分

又は非住宅部分 

前項の⑵のウに規定す

る額 

２ １

の申請

に併せ

て行う

建築基

準法第

６条第

１項に

規定す

る建築

基準関

係規定

に適合

するか

どうか

の審査 

⑴ 床面積（建築物の計画の変更に係る部

分にあっては当該計画の変更に係る部分の

床面積の２分の１、床面積の増加する部分

にあっては当該増加する部分の床面積、建

築物の計画を変更し、大規模の修繕又は大

規模の模様替をする場合にあっては当該計

画の変更に係る部分の床面積の２分の１）

の合計 

１件

につ

き 

前項の２の⑴に規

定する金額 

⑵ 構造計算適合性判定を要する建築物に

該当する建築物について 

１件

につ

き 

前項の２の⑵に規

定する金額 

⑶ 建築基準法第８７

条の２に規定する建築

設備が設置される建築

物について 

建築設備の計画の

変更（小荷物専用

昇降機を除く。） 

１基

につ

き 

８，０００円 

小荷物専用昇降機

の計画の変更 

１基

につ

き 

６，０００円 

新たに設置する建

築設備について 

１基

につ

き 

前項の２の⑶に規

定する金額 

９５ 建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第３

６条第

１項の

規定に

よる建

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の認

定の申

請に対

する審

査 

⑴ 当該

建築物の

エネルギ

ー消費性

能が建築

物エネル

ギー性能

基準に適

合してい

る旨を証

する書類

（住宅の

ア 一戸建ての住宅の場合 １件

につ

き 

４，７００円 

イ 共同住宅

等の場合 

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

９，０００円 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

１８，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

１件

につ

４１，０００円 



築物の

エネル

ギー消

費性能

の認定 

品質確保

の促進等

に関する

法律第５

条第１項

に規定す

る登録住

宅性能評

価機関又

は建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上に関す

る法律第

１５条第

１項に規

定する登

録建築物

エネルギ

ー消費性

能判定機

関が交付

したもの

に限る。 

）の添付

があった

場合 

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

き 

申請する床面積が

５，０００㎡以上

の場合 

１件

につ

き 

７４，０００円 

ウ 一

の建築

物全体

の場合

（ア及

びイに

掲げる

場合を

除く。 

） 

（ア） 住宅部分（（イ 

）に係るものを除く。） 

１件

につ

き 

４，７００円 

（イ）

共同住

宅等の

部分 

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

９，０００円 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

１８，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

４１，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

７４，０００円 

（ウ）

非住宅

部分 

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

９，０００円 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

２５，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

７４，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上１０，００

０㎡未満の場合 

１件

につ

き 

１１０，０００円 

申請する床面積の

合計が１０，００

０㎡以上２５，０

００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

１４０，０００円 

申請する床面積の

合計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件

につ

き 

１８０，０００円 



⑵ 上記

以外の場

合 

ア 一戸建て

の住宅（仕様

基準（建築物

エネルギー消

費性能基準で

あって、市長

が指定するも

のをいう。以

下この項にお

いて同じ。）

を用いるもの

に限る。）の

場合 

申請する床面積の

合計が２００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

１６，０００円 

申請する床面積の

合計が２００㎡以

上の場合 

１件

につ

き 

１７，０００円 

イ 一戸建て

の住宅（性能

基準（建築物

エネルギー消

費性能基準で

あって、市長

が指定するも

のをいう。以

下この項にお

いて同じ。）

を用いるもの

に限る。）の

場合 

申請する床面積の

合計が２００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

３１，０００円 

申請する床面積の

合計が２００㎡以

上の場合 

１件

につ

き 

３５，０００円 

ウ 共同住宅

等（仕様基準

を用いるもの

に限る。）の

場合 

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

３０，０００円 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

５２，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

９５，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

１４０，０００円 

エ 共同住宅

等（性能基準

を用いるもの

に限る。）の

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

６３，０００円 

申請する床面積の １件 １００，０００円 



場合 合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

につ

き 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

１８０，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

２５０，０００円 

オ 一

の建築

物全体

の場合

（アか

らエま

でに掲

げる場

合を除

く。） 

（ア）

住宅部

分（（ 

ウ）及

び（エ 

）に係

るもの

を除き 

、仕様

基準を

用いる

ものに

限る。 

） 

申請する床面積の

合計が２００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

１６，０００円 

申請する床面積の

合計が２００㎡以

上の場合 

１件

につ

き 

１７，０００円 

（イ）

住宅部

分（（ 

ウ）及

び（エ 

）に係

るもの

を除き 

、性能

基準を

用いる

ものに

限る。 

） 

申請する床面積の

合計が２００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

３１，０００円 

申請する床面積の

合計が２００㎡以

上の場合 

１件

につ

き 

３５，０００円 

（ウ）

共同住

宅等部

分（仕

様基準

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

３０，０００円 



を用い

るもの

に限る 

。） 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

５２，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

９５，０００円 

申請する床面積の

合計が５ 

，０００㎡以上の

場合 

１件

につ

き 

１４０，０００円 

（エ）

共同住

宅等部

分（性

能基準

を用い

るもの

に限る 

。） 

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

６３，０００円 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

１００，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

１８０，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上の場合 

１件

につ

き 

２５０，０００円 

（オ）

非住宅

等部分

（モデ

ル建物

法を用

いるも

のに限

る。） 

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

８０，０００円 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

１３０，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

２１０，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上１０，００

０㎡未満の場合 

１件

につ

き 

２８０，０００円 

申請する床面積の

合計が１０，００

０㎡以上２５，０

１件

につ

き 

３４０，０００円 



００㎡未満の場合 

申請する床面積の

合計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件

につ

き 

４００，０００円 

（カ）

非住宅

部分（ 

標準入

力法・ 

主要室

入力法

を用い

るもの

に限る 

。） 

申請する床面積の

合計が３００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

２１０，０００円 

申請する床面積の

合計が３００㎡以

上２，０００㎡未

満の場合 

１件

につ

き 

３３０，０００円 

申請する床面積の

合計が２，０００

㎡以上５，０００

㎡未満の場合 

１件

につ

き 

４８０，０００円 

申請する床面積の

合計が５，０００

㎡以上１０，００

０㎡未満の場合 

１件

につ

き 

５９０，０００円 

申請する床面積の

合計が１０，００

０㎡以上２５，０

００㎡未満の場合 

１件

につ

き 

７００，０００円 

申請する床面積の

合計が２５，００

０㎡以上の場合 

１件

につ

き 

８００，０００円 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


